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れ、教育総務課長からは、財政課から予算編成

の際、使用料などを見直す通達があり、新年度

の予算要求に合わせて定期的に見直すこととし

ているとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、複数の団体から同時間に

使用申込みがあった場合、それぞれの団体から

使用料を徴収するのかとの質疑がなされ、健康

スポーツ課長からは、施設の照明使用料に倣い、

冷暖房料もそれぞれの団体から徴収するとの答

弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、文教常任委員会に付託になりました

案件審査の報告を終わります。 

○浅野敏明議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第４、議案第19号 長井市教

育施設使用条例の一部を改正する条例の制定に

ついての１件について、討論の通告がありませ

んので、討論を終結し、採決いたします。 

 日程第４、議案第19号 長井市教育施設使用

条例の一部を改正する条例の制定についての１

件について、文教委員長の報告は、原案可決で

あります。 

 文教委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第19号は、文教委員長報告のと

おり決定いたしました。 
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○浅野敏明議長 次に、厚生常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 小関秀一委員長。 

  （小関秀一厚生常任委員長登壇） 

○小関秀一厚生常任委員長 おはようございます。 

 令和５年３月市議会定例会において厚生常任

委員会に付託になりました議案８件について、

審査をいたしました経過と結果についてご報告

申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月13日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め審査をいたしております。 

 それでは、議案第11号 指定管理者の指定に

ついて申し上げます。 

 本案は、のがわクラブを指定管理者に指定し、

長井市パークゴルフ場の管理を行わせるため提

案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、指定の期間を３年

としたのはどういった理由かとの質疑がなされ、

健康スポーツ課長からは、指定管理者の候補を

選定する際に、現在の指定管理者との情報交換

の中で、今までどおり３年で区切って行いたい

との希望があったためとの答弁を受けたところ

であります。 

 また、委員からは、期間については行政で決

めるのが基本だが、あえて意向を尊重する理由

は何かとの質疑がなされ、健康スポーツ課長か

らは、組織の中でのマンネリ化を防ぐため、３

年度間という意向の申出があり、それを受けた

との答弁を受けたところであります。 

 さらに、委員からは、河川占用許可の期間と

条件はどうなっているかとの質疑がなされ、健

康スポーツ課長からは、占用期間は平成35年９

月30日までの10年間で、許可条件は通常の河川

区域と同様であり、パークゴルフ場としての特

別な条件は定めていないとの答弁を受けたとこ

ろであります。 
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 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第13号 指定管理者の指定につい

て申し上げます。 

 本案は、社会福祉法人長井市社会福祉協議会

を指定管理者に指定し、長井市豊田児童センタ

ーの管理を行わせるため提案されたものであり

ます。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第18号 長井市犯罪被害者等支援

条例の設定について申し上げます。 

 本案は、犯罪被害者等基本法の基本理念に基

づき、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本

となる事項を定めるため提案されたものであり

ます。 

 質疑に入り、委員からは、事業者の責務につ

いてはどのように通知し、求めるのかとの質疑

がなされ、市民課長からは、市報及び市のホー

ムページで周知を行う。その他、効果的な周知

方法を検討していくとの答弁を受けたところで

あります。 

 また、委員からは、捜査や裁判で決着がつく

まで相当な時間がかかる場合の給付はどうなる

のかとの質疑がなされ、市民課長からは、でき

るだけ早く支給するために仮支給も検討してい

くとの答弁を受けたところであります。 

 さらに、委員からは、労災の補償や損害賠償

を受けていても見舞金を支給するのかとの質疑

がなされ、市民課長からは、支給対象の犯罪被

害者であれば支給するとの答弁を受けたところ

であります。 

 また、委員からは、交通事故については該当

にならないのかとの質疑がなされ、市民課長か

らは、規程で交通事故については犯罪被害に含

めないとしている。危険運転致死傷については、

対象と規定をしているとの答弁を受けたところ

であります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第20号 長井市児童センター及び

学童クラブ設置条例の一部を改正する条例の制

定について申し上げます。 

 本案は、長井市致芳学童クラブの位置を変更

するに当たり、所要の改正を行うため提案され

たものであります。 

 質疑に入り、委員からは、どのような経過で

学童クラブを致芳児童センターから致芳小学校

に移すことになったのかとの質疑がなされ、子

育て推進課補佐からは、致芳学童クラブでは、

定員を超える利用希望があり、手狭な状況の中、

致芳小学校の校長から、今年度の４月、新型コ

ロナウイルス感染症の流行に伴い、密を避ける

ため、放課後、学校で使わない部屋を使っては

どうかとの申出を受け、現在、一時的に多目的

室を使ってもらっている。その協議を進める中

で、空き教室の活用についての話があり、検討

を行い、今回の提案に至ったとの答弁を受けた

ところであります。 

 また、委員からは、一度学校の外に出て、違

う入り口から入り直す西根学童クラブとの仕組

みが違うようだが、長井市として統一的な考え

を持つべきではないか、担当課として今後の進

め方について考えているかとの質疑がなされ、

子育て推進課補佐からは、教育委員会として協

議を進めているところで、来年度以降も現場の

検証を行い、検討していくとの答弁を受けたと

ころであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第21号 長井市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて申し上げます。 

 本案は、民法等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す
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る省令の施行に伴い、所要の整備を行うため提

案されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第22号 長井市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準等の改正に伴い、所要の改正を行う

ため提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、送迎バスへのブザ

ー設置等について市として今後の取組方法はど

うなるのかとの質疑がなされ、子育て推進課補

佐からは、令和４年度に補正した予算を一部繰

り越すことなどにより、保育所及び児童センタ

ーのバスにブザーを設置する。また、職員の研

修を進め、事故が起こらないようにしていくと

の答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第23号 長井市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について申し上

げます。 

 本案は、放課後児童健全育成事業の整備及び

運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を

行うため提案されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第24号 長井市国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

 本案は、健康保険法施行令等の一部改正に伴

い、出産育児一時金が引き上げられるところで

あるが、子育て支援の一環として、出産費用に

係る経済的負担の軽減を図り、市独自に令和５

年４月から当該一時金を55万円に改正するため

提案されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、厚生常任委員会に付託になりました

案件審査の報告を終わります。 

○浅野敏明議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第５、議案第11号 指定管理

者の指定についてから日程第12、議案第24号 

長井市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定についてまでの８件について、討論の通

告がありませんので、討論を終結し、順次採決

いたします。 

 まず、日程第５、議案第11号 指定管理者の

指定についての１件について、厚生委員長の報

告は、原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第11号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第13号 指定管理者の

指定についての１件について、厚生委員長の報

告は、原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第13号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第７、議案第18号 長井市犯罪被

害者等支援条例の設定についての１件について、

厚生委員長の報告は、原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するに賛成の議員
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の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第18号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第８、議案第20号 長井市児童セ

ンター及び学童クラブ設置条例の一部を改正す

る条例の制定についての１件について、厚生委

員長の報告は、原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第20号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第９、議案第21号 長井市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定についての１件について、厚生委員長の

報告は、原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第21号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第10、議案第22号 長井市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についての

１件について、厚生委員長の報告は、原案可決

であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第22号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第11、議案第23号 長井市放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いての１件について、厚生委員長の報告は、原

案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第23号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第12、議案第24号 長井市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

ての１件について、厚生委員長の報告は、原案

可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第24号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 
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○浅野敏明議長 次に、産業・建設常任委員会の

審査の報告を求めます。 

 内谷邦彦委員長。 

  （内谷邦彦産業・建設常任委員長登壇） 

○内谷邦彦産業・建設常任委員長 令和５年３月

市議会定例会において、産業・建設常任委員会

に付託になりました議案５件について、審査い

たしました経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月14日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め審査をいたしております。なお、議案

の該当箇所につきましては、現地踏査をいたし


